
福島県農林水産業振興計画 整理案［第３稿］に対する意見および対応案について

2025年12月9日
№ 市町村・団体 頁 行 意見の内容 理由 県の考え方（対応案）

1 関係団体Ａ 57 9

農業経営収入保険への加入件数（目標値 R12 ／5,120

件 以上）について、基礎となる指標において主業農業

経営体数 7,303 経営体（ 2020 農林業センサス）を用

い目標値を算出しているが、農業経営収入保険は、加

入要件として青色申告を行っている農業経営体を 対象

としており、基礎として主業農業経営体を用いること

は適切ではなく、算出の基礎については青色申告をし

ている農業経営体を用いるよう見直すべきである。

農林水産省では、2019 年の 制度開始当初から農業経営

収入保険の 2022 年度までの加入目標数を青色申告をし

ている農業者数の4分の1にあたる10万経営体を目標に

掲げ、算出の基礎については青色申告をしている農業

経営体を用いてきた。

本組合では、青色申告をしている農業経営体 9,787

（2020農林業センサス）の5割を目標としているが、目

標値設定の考え方については、青色申告農業者を対象

とすることが適切である。

県では、「地域農林水産業の核となる担い手の育成や

次代を担う新規就業者を確保・育成するとともに、経

営の安定化に向けた取組を推進する」ことを施策の基

本とし、これまで収入保険について、加入要件である

青色申告への移行も含め、加入促進に向けた事業等に

取り組んできたところです。今後も、新規就農者等も

含め県内農業経営体（白色・青色申告の区別なく）に

対して、幅広く収入保険への加入促進を図るため、算

出基礎については、引き続き「主業農業経営体」を用

いることとしたいと考えております。

2 関係団体Ａ 137 18

目標値及び設定の考え方の見直し（意見内容は前項の

とおり）。（→①）

なお、目標値設定については 2025 農林業センサスを用

いることが妥当と判断する。（→②）

目標値及び目標値設定の考え方の見直し。（意見内容

は前項のとおり）

①上記のとおりです。

②本指標は主業農業経営体数をベースに目標設定して

おります。計画策定以降、経営体数が減少している状

況ではあるものの、当初設定した目標を毎年度着実に

達成している状況にあり、引き続き、令和12年度の目

標達成に向けて推進していくこととしたいと考えてお

ります。

3 関係団体B 7 20

令和4年には

→令和4年以降は

に修正

R4、R5ともに震災前（H22）の水準に回復しているた

め。

併せてP13の7行目と同じ表現となり統一される。

御意見のとおり修正します。
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№ 市町村・団体 頁 行 意見の内容 理由 県の考え方（対応案）

4 関係団体B 88 10

森林の持つ公益的機能はCO2吸収に大きく貢献し、県

内においてJ-クレジットに取り組む団体等が増えてい

ることから、「J-クレジット」に関する文言を追記し

てはいかがか。

県においては既にJ-クレジットに対する支援策がある

ので。

 当計画(P88)において、「森林による温室効果ガスの

吸収機能を鑑み、森林整備及び再造林を推進する」と

記載しており、J-クレジットの支援についてもこれに

含まれるものと考えることから、原案のままとしま

す。

 なお、各種クレジット制度の推進については「福島

県地球温暖化対策推進計画」において位置付けていま

す。

【福島県地球温暖化対策推進計画 P42】

「～森林吸収量増大活動により発行される各種クレ

ジットについて、地域企業や NPO 等と協力しながらそ

の活用の幅を広げていくとともに、カーボン・オフ

セットを活用した中小企業や中山間地域の活性化の推

進に努めます。」

5 関係団体Ｃ 全般 -
経済林と環境林とに区分した各々の振興方針、施策内

容を示してはいかがですか。

予定調和論が破綻して以降、それに準じて森林計画制

度も少しずつ変わってきていると思いますが、実際の

計画や施策の展開に十分に活かされていないと感じま

す。

経済林と環境林との図上での区分を県が示せるもので

はないと思いますが、各々に区分して考え、各々での

施策方向を示すことで、「もうかる林業」を目差す経

営者の方々、森林環境に興味を持つ多くの県民の

方々、それぞれに分かりやすく、経営者にとって具体

的な経営方針をたてやすくなると考えます。

民有林の森林整備や経営管理の方針等については、地

域森林計画及び市町村森林整備計画において位置付け

ており、地域の実情に応じた森林施業の標準的な方法

や期待される森林の機能に応じた区域の設定（ゾーニ

ング）等を示していることから、原案のままとしま

す。なお、いただいた御意見については、今後の参考

とさせていただきます。

6 関係団体Ｃ 86 -
皆伐の林業労働生産性（㎥/人・日）を指標としてはい

かがですか。

原発事故後、森林再生（間伐推進）に集中的に取り組

んできた中で、「もうかる林業」を目指すためには、

他県に遅れをとっていると思われる皆伐の生産性を向

上させることが重要と考えます。

福島県は地形や気象等の作業条件や森林資源の状況が

地域ごとに異なることから、林業労働生産性の県統一

の指標設定は難しいため、原案のままとします。

なお、皆伐の生産性を向上させることは重要であるた

め、引き続き、林内路網の整備や高性能林業機械の導

入等の促進に取り組んでまいります。
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